
 

大阪市地区計画に係る認定及び許可取扱要綱実施基準（再開発等促進区） 

 

制  定 平成２年７月１日 

最近改正 令和８年４月１日 

 

大阪市地区計画に係る認定及び許可取扱要綱の実施に関して必要な基準を以下のように定める。 

 

第１ 計画の基本要件 

１．建築物の配置等 

（１）建築物の配置 

建築物の配置は、地区計画の主旨に基づいて計画すること。 

（２）地区計画に基づく建築物の制限 

建築物及び敷地は、当該地区計画の方針及び地区整備計画並びに当該地区計画の建築物の制限に

関する条例に適合すること。 

（３）歩道の整備 

歩道の整備については、大阪市総合設計許可取扱要綱実施基準（以下「総合設計許可基準」とい

う。） 第１の「２．（１）歩道の整備」の基準を準用する。 

（４）建築物等の後退 

   建築物等の後退については、総合設計許可基準 第１の「２．（２）建築物等の後退」の基準を

準用する。 

（５）緑 化 

有効空地の緑化については、総合設計許可基準 第１の「２．（３）緑化」の基準を準用する。

この場合において、「公開空地」とあるのを「有効空地」と読み替えるものとする。 

 

２．建築物に設置すべき施設等 

（１）駐車施設 

駐車施設については、総合設計許可基準 第１の「３．（１）駐車施設」の基準を準用する。 

ただし、附置義務台数の算定に際しては、原則として、駐車場整備地区の算定方法を用いるもの

とする。 

（２）駐輪施設等 

   駐輪施設等については、総合設計許可基準 第１の「３．（２）駐輪施設等」の基準を準用する。 

（３）ごみ収集スペース 

ごみ収集スペースについては、総合設計許可基準 第１の「２．（４）ごみ収集スペース」の基準

を準用する。 

 

３．住宅の整備水準 

   住宅を設ける場合の整備水準は、総合設計許可基準 第１の「４．住宅の整備水準」の基準を準

用する。このうち住戸規模については、敷地の属する区域に適用される制度の規定を適用するもの



とする。 

さらに、住戸占用面積の規定におけるただし書きを適用する場合で、当該地区計画（再開発等促

進区）が、都市再生緊急整備地域内にある場合においては、住戸専用面積の基準を下回る住戸数は、

全住戸数の２割程度までとすること。 

 

 

第２ 有効空地の計画 

１．有効空地の定義 

有効空地とは総合設計許可基準 第２の「１．公開空地の定義」の基準を準用する。この場合に

おいて、「公開空地」とあるのを「有効空地」と読み替えるものとする。 

 

２．有効空地等の安全対策 

有効空地等の安全対策については、総合設計許可基準 第１の「６．（４）公開空地等の安全対

策」の基準を準用する。この場合において、「公開空地」とあるのを「有効空地」と読み替えるも

のとする。 

 

 

第３ 容積率制限の緩和 

建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号。以下「法」という。）第 52 条の規定による建築物の延べ

面積の敷地面積に対する割合（以下「容積率」という。）に係る法第 68条の３第１項の規定に基づ

く認定を受ける場合は、次に掲げる要件を満たすこと。 

 

１．容積率の緩和の限度 

計画建築物の容積率の最高限度は、当該地区整備計画に定められた容積率の最高限度（以下「地

区整備計画における最高限度」という。）とする。 

また、地区整備計画に、建築基準法第 52 条第 14 項許可取扱要綱実施基準（以下「法 52 条第 14

項許可基準」という。）に適合する建築物（以下「法 52条第 14項適合建築物」）についての限度の

ただし書きがある場合は、地区整備計画における最高限度に法 52条第 14項許可基準「第３ 容積

の割増しの限度」における Vの敷地面積に対する割合を加えたものを容積率の最高限度とする。こ

の場合において、「1.25」は「0.25」とし、「V0」は「地区整備計画における最高限度」とする。 

 

２．有効空地の有効面積の敷地面積に対する割合（以下「有効空地率」という。）の下限 

有効空地率は 10分の２以上であること。 

有効空地の有効面積については、原則として総合設計許可基準 第２の「２．公開空地の有効面

積の算定」及び「４．公開空地の有効面積に算入できる空地（（１）屋上緑化の規定に限る。）」の

基準を準用する。この場合において、「公開空地」とあるのを「有効空地」と読み替えるものとす

る。 

ただし、有効空地の有効係数については、地区計画の内容等に基づき別途定めるものとする。 

なお、有効空地には、総合設計許可基準 第３ ４－５（２）に定める Nを加えることができる。 



 

３．容積率の緩和の認定 

（１）計画建築物の容積率は、次に掲げる式によって得られる容積率以下とする。 

Ｖ’＝ｖ1＋ｖ2＋ｖ3 

ｖ1≦0.8×Ｖ 

ｖ2≦0.1×Ｖ 

ｖ3≦0.1×Ｖ 

 

Ｖ’：計画建築物の容積率 

Ｖ ：最大許容容積率 

ｖ1：地区計画の方針に適合することにより与えられる基本容積率 

ｖ2：地区整備計画及び地区に適合することに対する評価として加算ができる容積率 

ｖ3：有効空地率に応じて加算ができる容積率 

ただし、ｖ3 の算定に当たっては、総合設計許可基準第３の１.(１)の算定式を準用

するものとする。この場合において、「有効公開空地」とあるのを「有効空地」と読み

替え、「基準容積率」とあるのを「基本容積率ｖ1」と読み替え、「KA」については、「１」

とする。 

なお、総合設計許可基準第３の１.(１)の算定式の割増係数「Ｋｉ」に「1.25」を乗

じて得たものを「Ｋｉ」とすることができる。 

 

ただし、ｖ2 及びｖ3 については、地区計画の内容等により、その比率を別途定めることができ

る。 

また、法 52 条第 14 項適合建築物については、上に掲げる式によって得られる容積率に法 52 条

第 14 項許可基準「第２ 容積の割増し」により算出される床面積の敷地面積に対する割合を加え

たもの以下とする。 

 

（２）計画建築物の敷地が地区の２以上にわたる場合の上記（１）の規定に定めるＶについては、各

地区内において許容される容積率の限度に、その敷地の当該地区内にある各部分の面積の敷地面

積に対する割合を乗じて得たものの合計とする。 

 

 

第４ 建築物の各部分の高さの緩和 

法第 56条の規定による高さ制限に係る法第 68条の３第４項の規定に基づく許可を受ける場合は、

次に掲げる要件を満たすこと。 

 

１．有効空地率の下限 

有効空地率は 10分の１以上であること。（容積率制限の緩和を受ける場合の有効空地率の下限は、

総合設計許可基準 第２の「２．公開空地の有効面積の算定」による。） 

ただし、総合設計許可基準 第２の「２．公開空地の有効面積の算定」に規定する係数のうち、



1.0 を越えるものにあっては 1.0 とし、1.0 以下のものにあっては当該係数を乗じて算定するもの

とする。この場合において、「公開空地」とあるのを「有効空地」と読み替えるものとする。 

 

２．立面投影面積による検討 

総合設計許可基準第４の「１．（１）立面投影面積による検討」の規定を準用する。 

 

第５ 広告物の取扱い 

法第 68条の３第１項の規定に基づく認定及び法第 68条の３第４項の許可を受けた建築物及びそ

の敷地内の広告物の取扱いについては、総合設計許可基準第５「広告物の取扱い」の規定を準用す

る。この場合において、「都心部の商業地域内の集客施設」とあるのを「大阪市地区計画（再開発

等促進区）区域内の建築物」と読み替えるものとする。 

ただし、当該地区計画区域内における開発協議会等により、区域の特性や都市景観に配慮して定

められた広告物に関する基準がある場合はこの限りでない。 

 

第６ 維持管理及び管理報告等 

維持管理及び管理報告については、総合設計許可基準第６「維持管理及び管理報告等」の規定を

準用する。この場合において、「公開空地」とあるのを「有効空地」、「許可」とあるのを「認定又

は許可」と読み替えるものとする。 

なお、報告様式は大阪市地区計画に係る認定及び許可申請（再開発等促進区）の手続き要領に掲

げる様式とする。 

 

 

附 則  この基準は、平成 ２年 12月 １日から実施する。 

附 則  この基準は、平成 ７年 ２月 １日から実施する。 

附 則  この基準は、平成 10年 11月 １日から実施する。 

附 則  この基準は、平成 11年 ６月 １日から実施する。 

附 則  この基準は、平成 15年 １月 １日から実施する。 

附 則  この基準は、平成 15年 ４月 １日から実施する。 

附 則  この基準は、平成 17年 ２月 １日から実施する。 

附 則  この基準は、平成 18年 ７月 14日から実施する。 

附 則  この基準は、平成 19年 ４月 １日から実施する。 

附 則  この基準は、平成 22年 5月 31日から実施する。 

附 則  この基準は、令和 ５年 ４月 １日から実施する。 

附 則  この基準は、令和 ８年 ４月 １日から実施する。 

 

 

 


